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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】コードワード再送時に、無線チャネルのチャネ
ル・ランクが変化してもデータを正確に受信できるコー
トワード対レイヤマッピング方法を提供する。
【解決手段】コードワード再送時に、無線チャネルのチ
ャネル・ランクが変化した場合、変化後の無線チャネル
のランクに従って、１個のコードワード７００を、Ｓ／
Ｐユニット７０６を介して、送信に用いられる無線チャ
ネルのチャネル・ランクに等しい数の複数のレイヤ（７
０２、７０４）にマッピングする。
【選択図】図６Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを用いて無線チャネルで情報信
号を送信する方法であって、
　同時伝送に利用可能な複数のＨＡＲＱプロセスのそれぞれに対して１個ずつであるコー
ドワードを生成する工程（９００）と、
　第１の伝送ランクを有する前記情報信号を生成するために前記コードワードを第１の複
数のレイヤにマッピングする工程（９０２）と、
　最初に、前記無線チャネルで前記情報信号を送信する工程（９０４）と、
　続いて、第２の複数のレイヤにマッピングされた前記コードワードのうちの１個のコー
ドワードを生成することによって前記複数のＨＡＲＱプロセスの一つを用いて、前記無線
チャネルで第２の伝送ランクで再送する工程（９０６）と
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記コードワードを前記第１の複数のレイヤにマッピングする工程において、前記コー
ドワードの少なくとも１個は２個以上のレイヤにマッピングされることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１個のコードワードの前記再送は、前記１個のコードワードの前記第１の伝送にお
いて用いられたのと同数のレイヤを用いることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の複数のレイヤは、前記第２の伝送ランクと同数のレイヤに対応することを特
徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記１個のコードワードの前記再送の間の前記第２の伝送ランクは、２以上であること
を特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記１個のコードワードの前記再送の間の前記第２の伝送ランクは、２であることを特
徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の伝送ランクは４であることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の伝送ランクは３であることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記同時送信に利用可能な複数のＨＡＲＱプロセスが二つあることを特徴とする請求項
５乃至８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記再送の間の前記第２の伝送ランクは前記無線チャネルのチャネル・ランクに基づい
て判定されることを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記コードワードのそれぞれは、情報ビットのブロックに由来する複数のチャネル符号
化ビットを備えることを特徴とする請求項１乃至１０の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の複数のレイヤは、前記情報信号を生成するためにプリコーダに並列に入力さ
れるシンボル・ストリームであることを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１項に記載
の方法。
【請求項１３】
　伝送のための複数の送信アンテナの間に前記情報信号に関連するシンボルを分配する工
程をさらに有することを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
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　前記送信アンテナの個数は４であることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを用いて無線チャネルで情報信
号を送信する送信機（８００）であって、
　複数の送信アンテナ（８０２）と、
　同時伝送に利用可能な複数のＨＡＲＱプロセスのそれぞれに対して１個ずつであるコー
ドワードを生成するとともに、第１の伝送ランクを有する前記情報信号を生成するために
前記コードワードを第１の複数のレイヤにマッピングするプロセッサ（８０６）と、
　前記情報信号を送信する送信チェイン要素（８０４）と
を備え、
　前記プロセッサは続いて前記２個のコードワードのうちの１個のコードワードを第２の
複数のレイヤにマッピングし、前記送信チェイン要素は前記２個のコードワードのうちの
前記１個のコードワードを前記無線チャネルで再送する
ことを特徴とする送信機（８００）。
【請求項１６】
　前記コードワードを前記第１の複数のレイヤにマッピングすることにおいて、前記コー
ドワードの少なくとも１個は２個以上のレイヤにマッピングされることを特徴とする請求
項１５に記載の送信機。
【請求項１７】
　前記１個のコードワードの前記再送は、前記１個のコードワードの前記第１の伝送にお
いて用いられたのと同数のレイヤを用いることを特徴とする請求項１６に記載の送信機。
【請求項１８】
　前記第２の複数のレイヤは、前記第２の伝送ランクと同数のレイヤに対応することを特
徴とする請求項１７に記載の送信機。
【請求項１９】
　前記１個のコードワードの前記再送の間の前記第２の伝送ランクは、２以上であること
を特徴とする請求項１８に記載の送信機。
【請求項２０】
　前記１個のコードワードの前記再送の間の前記第２の伝送ランクは、２であることを特
徴とする請求項１９に記載の送信機。
【請求項２１】
　前記第１の伝送ランクは４であることを特徴とする請求項２０に記載の送信機。
【請求項２２】
　前記第１の伝送ランクは３であることを特徴とする請求項２０に記載の送信機。
【請求項２３】
　前記同時送信に利用可能な複数のＨＡＲＱプロセスが二つあることを特徴とする請求項
１９乃至２２の何れか１項に記載の送信機。
【請求項２４】
　前記再送の間の前記第２の伝送ランクは前記無線チャネルのチャネル・ランクに基づい
て判定されることを特徴とする請求項１５乃至２２の何れか１項に記載の送信機。
【請求項２５】
　前記コードワードのそれぞれは、情報ビットのブロックに由来する複数のチャネル符号
化ビットを備えることを特徴とする請求項１５乃至２４の何れか１項に記載の送信機。
【請求項２６】
　前記第１の複数のレイヤは、前記情報信号を生成するためにプリコーダに並列に入力さ
れるシンボル・ストリームであることを特徴とする請求項１５乃至２５の何れか１項に記
載の送信機。
【請求項２７】
　伝送のための複数の送信アンテナの間に前記情報信号に関連する前記シンボルが分配さ
れることを特徴とする請求項２６に記載の送信機。
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【請求項２８】
　前記送信アンテナの個数は４であることを特徴とする請求項２７に記載の送信機。
【請求項２９】
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを用いて送信された情報信号を
受信する方法であって、
　前記情報信号を受信する工程（１１００）と、
　第１の伝送ランクを有する前記情報信号を生成するために用いられた前記コードワード
と第１の複数のレイヤとの間の第１のマッピングを判定する工程（１１０２）と、
　前記第１のマッピングの知識を用いて前記情報信号を復号する工程（１１０４）と、
　第２の伝送ランクを有する前記情報信号の少なくとも一部の再送を受信する工程（１１
０６）と、
　前記コードワードのうちの少なくとも１個と第２の複数のレイヤとの間の第２のマッピ
ングを判定する工程（１１０８）と、
　前記第２のマッピングの知識を用いて前記再送された情報信号の前記少なくとも一部を
復号する工程（１１１０）と
を有することを特徴とする方法。
【請求項３０】
　前記コードワードを前記第１の複数のレイヤにマッピングする工程において、前記コー
ドワードの少なくとも１個は２個以上のレイヤにマッピングされることを特徴とする請求
項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記１個のコードワードの前記再送は、前記１個のコードワードの前記第１の伝送にお
いて用いられたのと同数のレイヤを用いることを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第２の複数のレイヤは、前記第２の伝送ランクと同数のレイヤに対応することを特
徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記１個のコードワードの前記再送の間の前記第２の伝送ランクは、２以上であること
を特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記１個のコードワードの前記再送の間の前記第２の伝送ランクは、２であることを特
徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第１の伝送ランクは４であることを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記第１の伝送ランクは３であることを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　前記同時送信に利用可能な複数のＨＡＲＱプロセスが二つあることを特徴とする請求項
３３乃至３６の何れか１項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記再送の間の前記第２の伝送ランクは前記無線チャネルのチャネル・ランクに基づい
て判定されることを特徴とする請求項２９乃至３５の何れか１項に記載の方法。
【請求項３９】
　前記コードワードのそれぞれは、情報ビットのブロックに由来する複数のチャネル符号
化ビットを備えることを特徴とする請求項２９乃至３８の何れか１項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記第１の複数のレイヤは、前記情報信号を生成するためにプリコーダに並列に入力さ
れるシンボル・ストリームであることを特徴とする請求項２９乃至３９の何れか１項に記
載の方法。
【請求項４１】
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　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを用いて送信された無線チャネ
ル上の情報信号を受信する受信機（１０００）であって、
　前記情報信号を受信する少なくとも１つの受信アンテナ（１００２）と、
　前記情報信号を処理するために前記少なくとも１つの受信アンテナに接続された受信チ
ェイン要素（１００４）と、
　第１の伝送ランクを有する前記情報信号を生成するために用いられた前記コードワード
と第１の複数のレイヤとの間の第１のマッピングを判定し、前記第１のマッピングの知識
を用いて前記情報信号を復号するプロセッサ（１００６）と
を備え、
　前記少なくとも１つの受信アンテナ（１００２）は続いて第２の伝送ランクを有する前
記情報信号の少なくとも一部の再送を受信し、前記プロセッサは前記コードワードのうち
の少なくとも１個と第２の複数のレイヤとの間の第２のマッピングを判定し、前記第２の
マッピングの知識を用いて前記再送された情報信号の前記少なくとも一部を復号する
ことを特徴とする受信機（１０００）。
【請求項４２】
　前記コードワードを前記第１の複数のレイヤにマッピングすることにおいて、前記コー
ドワードの少なくとも１個は２個以上のレイヤにマッピングされることを特徴とする請求
項４１に記載の受信機。
【請求項４３】
　前記１個のコードワードの前記再送は、前記１個のコードワードの前記第１の伝送にお
いて用いられたのと同数のレイヤを用いることを特徴とする請求項４２に記載の受信機。
【請求項４４】
　前記第２の複数のレイヤは、前記第２の伝送ランクと同数のレイヤに対応することを特
徴とする請求項４３に記載の受信機。
【請求項４５】
　前記１個のコードワードの前記再送の間の前記第２の伝送ランクは、２以上であること
を特徴とする請求項４４に記載の受信機。
【請求項４６】
　前記１個のコードワードの前記再送の間の前記第２の伝送ランクは、２であることを特
徴とする請求項４５に記載の受信機。
【請求項４７】
　前記第１の伝送ランクは４であることを特徴とする請求項４６に記載の受信機。
【請求項４８】
　前記第１の伝送ランクは３であることを特徴とする請求項４６に記載の受信機。
【請求項４９】
　前記同時送信に利用可能な複数のＨＡＲＱプロセスが二つあることを特徴とする請求項
４５乃至４８の何れか１項に記載の受信機。
【請求項５０】
　前記再送の間の前記第２の伝送ランクは前記無線チャネルのチャネル・ランクに基づい
て判定されることを特徴とする請求項４１乃至４８の何れか１項に記載の受信機。
【請求項５１】
　前記コードワードのそれぞれは、情報ビットのブロックに由来する複数のチャネル符号
化ビットを備えることを特徴とする請求項４１乃至５０の何れか１項に記載の受信機。
【請求項５２】
　前記第１の複数のレイヤは、前記情報信号を生成するためにプリコーダに並列に入力さ
れるシンボル・ストリームであることを特徴とする請求項４１乃至５１の何れか１項に記
載の受信機。
【請求項５３】
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを用いて無線チャネルで情報信
号を送信する方法であって、
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　ＨＡＲＱコードワードを生成する工程（１０００）と、
　前記情報信号を生成するために前記無線チャネルのチャネル・ランクに基づいて前記Ｈ
ＡＲＱコードワードを複数のレイヤにマッピングする工程（１００２）であって、前記チ
ャネル・ランクは１よりも大きく、前記複数のレイヤは前記チャネル・ランクに等しい、
工程（１００２）と、
　前記無線チャネルで前記情報信号を送信する工程（１００４）と
を有することを特徴とする方法。
【請求項５４】
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを用いて無線チャネルで情報信
号を送信する送信機（８００）であって、
　複数の送信アンテナ（８０２）と、
　ＨＡＲＱコードワードを生成し、前記情報信号を生成するために前記無線チャネルのチ
ャネル・ランクに基づいて前記ＨＡＲＱコードワードを複数のレイヤにマッピングするプ
ロセッサ（８０６）であって、前記チャネル・ランクは１よりも大きく、前記複数のレイ
ヤは前記チャネル・ランクに等しい、プロセッサ（８０６）と、
　前記情報信号を送信する送信チェイン要素（８０４）と
を備えることを特徴とする送信機（８００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線通信のシステム、装置、ソフトウェア、及び方法に関し、より詳細
にはこれらに関連するコードワード対レイヤ・マッピング（codeword to layer mapping
）に関連する仕組み及び技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　始まりは音声通信のために無線電話技術が設計され、使用された。顧客の電子産業が成
熟し続け、プロセッサの能力が増加するにつれて、装置間のデータの無線転送が可能とす
るより多くの装置が使用可能となり、このような転送されたデータに基づいて動作するよ
り多くのアプリケーションが利用可能となった。特に注目すべきなのは、インターネット
及びローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）である。これらの二つの革新は複数のユーザ
及び複数の装置が様々な装置及び装置タイプの間でデータを通信し交換することを可能と
した。これらの装置及び能力の到来によって、（業務上の及び家庭内の両方の）ユーザは
、移動体位置から音声を送信するだけでなくデータを送信する必要を見出した。
【０００３】
　この音声及びデータの転送をサポートするインフラストラクチャ及びネットワークが同
様に発展してきている。テキスト・メッセージングのような制限されたデータのアプリケ
ーションが、移動体用グローバル・システム（ＧＳＭ）のようないわゆる「２Ｇ」システ
ムに導入された。無線通信システム上のパケット・データは、汎用パケット無線システム
（ＧＰＲＳ）を付加したＧＳＭにおいてより使用に適したものとなった。３Ｇシステム、
及びその後に地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）標準により導入されたより広帯域な無線通
信は、ウェブ・サーフィンのようなアプリケーションを、数百万のユーザがより容易に（
且つより許容可能な遅延で）利用できるものにした。
【０００４】
　新たなネットワーク設計がネットワーク製造者により展開されるとともに、より高いデ
ータ・スループットをエンドユーザの装置に提供する将来のシステムが議論中及び開発中
である。例えば、いわゆる３ＧＰＰのロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）標準
化プロジェクトは、今後の数十年における無線通信の技術基盤を提供することを目的とす
る。ＬＴＥシステムに関して注目すべき他のことの中には、ＬＴＥシステムが伝送フォー
マットとして直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を用いて下りリンク通信（すなわち、ネッ
トワークから移動体端末への伝送方向）を提供し、単一周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤ
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ＭＡ）を用いて上りリンク通信（すなわち、移動体端末からネットワークへの伝送方向）
を提供するだろうということがある。
【０００５】
　パケット・ベースの通信を対象とする最近の無線通信システムは多くの場合、無線チャ
ネルの障害に対抗するロバスト性を達成するために、物理層上にハイブリットＡＲＱ（Ｈ
ＡＲＱ）機能を含む。ＬＴＥ及び広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）はこのような機
能が利用可能なシステムの二つの例である。ＨＡＲＱの背景の基本的な考えは、データ・
ブロックを含む情報を符号化し、その後にＣＲＣのようなエラー検出情報を追加すること
によって、前方誤り訂正（ＦＥＣ）とＡＲＱとを組み合わせることである。符号化された
データ・ブロックを受信した後に、符号化されたデータ・ブロックが復号され、復号が成
功したか否かを確認するためにエラー検出メカニズムが用いられる。データ・ブロックが
エラーなしに受信された場合に、データ・ブロックの送信が成功したことを示すＡＣＫメ
ッセージが送信機に送られるとともに、受信機は新たなデータ・ブロックに対する準備が
整う。一方、データ・ブロックが正常に復号されなかった場合に、受信機が同じデータ・
ブロックの再送を期待していることを意味するＮＡＣＫメッセージが送信される。再送の
受信に続いて、受信機は、再送を独立して復号するか、復号プロセスにおける同じデータ
・ブロックの以前の受信の一部又は全部を利用するかの何れかを選択してもよい。
【０００６】
　情報ビットの同じブロックに由来するチャネル符号化ビットは一般に「コードワード」
と呼ばれる。これはまた、特定のトランスポート・ブロックを供給する一つのＨＡＲＱプ
ロセスからの特定のサブフレームを対象とする出力を表現するためにＬＴＥ仕様書で用い
られる用語であり、例えばターボ符号、レート・マッチング、インタリービングなどを実
行することによって情報ビットを処理した結果である。ＬＴＥの別の興味深い特徴は、送
信側と受信側との両方において複数送信アンテナをサポートすることである。複数送信ア
ンテナの装置又はシステムでは、結果として生じるコードワードはその後に変調され、伝
送のために送信アンテナに分配される。最初の変調されたコードワードは、例えば、最初
の２個の送信アンテナにマッピングされてもよく、２番目の変調された符号後は、４個の
送信アンテナのシステムにおける残りの２個の送信アンテナにマッピングされてもよい。
【０００７】
　プリコーディングは、複数アンテナ伝送と併せて用いられる一般的な技術である。プリ
コーディングに関わる基本原理は、場合によっては現在のチャネル状況を考慮に入れつつ
、アンテナにわたって変調シンボルを混合し分配することである。プリコーディングは、
例えば、変調シンボルを含む情報搬送シンボル・ベクトルを、チャネルに適合するように
選択された行列で乗ずることによって、実装される。よって、シンボル・ベクトルの列は
並行するシンボル・ストリームの集合を形成し、このようなシンボル・ストリームのそれ
ぞれは一般的に「レイヤ」と呼ばれる。よって、特定の実装におけるプリコーダの選択に
依存して、レイヤは直接的に特定のアンテナに対応してもよいし、またはレイヤはプリコ
ーダ・マッピングを介して、（アンテナ・ポートとしても知られる）いくつかのアンテナ
に分配されてもよい。このようなシステムにおいて特定のレイヤにコードワードが割り当
てられるメカニズムは「マッピング」又はより具体的に「コードワード対レイヤ・マッピ
ング」と呼ばれる。
【０００８】
　（多くの場合にＭＩＭＯシステムと呼ばれる）複数アンテナのシステムにおいて、いく
つかのＨＡＲＱプロセスからのデータを一度に送信することが有効であるかも知れず、こ
の全体的な処理は複数コードワード伝送としても知られる。コードワードはレイヤにマッ
ピングされるため、これに代えて、当該プロセスは複数レイヤ伝送と呼ばれてもよい。無
線チャネル状況に依存して、このプロセスは実質的にデータ・レートを増加できる。なぜ
なら、有利な状況では無線チャネルは、送信アンテナ数及び受信アンテナ数の最小値と同
数のレイヤを大体はサポートできるからである。これが意味することは、チャネルは多く
ても所定の個数のコードワードの同時伝送をサポートでき、そして特定数はコードワード
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対レイヤ・マッピングに依存することである。最も単純な場合では、各コードワードは１
個のレイヤにマッピングされ、そしてサポート可能なレイヤ数は明らかにサポート可能な
コードワード数に等しい。高レートの分野におけるチャネル状況に関連する最も重要な特
性の一つは、複数アンテナ伝送はいわゆるチャネル・ランクであるということである。チ
ャネル・ランクは１から送信アンテナ数及び受信アンテナ数の最小値との間で変わり得る
。４×２システムすなわち４個の送信アンテナ及び２個の受信アンテナを有するシステム
又は装置を例としてあげると、最大チャネル・ランクは２である。ファスト・フェージン
グがチャネル係数を変えるにつれて、時間が経てばチャネル・ランクは変わる。大まかに
言えば、チャネル・ランクはまた、何個のレイヤが首尾よく同時に送信できるか、及び結
局のところ何個のコードワードが首尾よく同時に送信できるかを判定する。従って、例え
ば２個の別々のレイヤにマッピングされる２個のコードワードの伝送の瞬間においてチャ
ネル・ランクが１である場合に、かなりの確率で、コードワードに対応する２個の信号は
干渉されて、両方のコードワードは受信機においてエラーとして検出されるだろう。同時
に送信されるチャネル使用ごとのレイヤ数は伝送ランクと呼ばれることもある（例えば、
ＬＴＥでは、チャネル使用は一つのリソース・エレメントに対応する）。ＬＴＥの空間多
重モードのような純粋な空間プリコーディング方式では、伝送ランクはレイヤ数に等しい
。
【０００９】
　プリコーディングと協働して、伝送をチャネル・ランクに適合することは、チャネル・
ランクと同数のレイヤを用いることを必要とする。最も単純な場合では、各レイヤは特定
のアンテナに対応する。純粋に例としてＬＴＥシステムにおける現行の４個の送信アンテ
ナの場合を挙げると、４個のレイヤまで送信され得るものの、コードワードの最大数は２
個に制限される。２個の送信アンテナのみを有する装置又はシステムにとって、レイヤ数
がコードワード数に等しいため、マッピングは比較的単純である。しかしながら、例えば
４個以上の送信アンテナを有する装置又はシステムにとって、場合によってはレイヤより
もコードワードが少なく、その結果、何らかの事前に決められた方法でコードワードがレ
イヤにマッピングされる必要がある。そして、コードワードをレイヤにどのようにマッピ
ングするかに関する課題が生じる。従来よりコードワードからレイヤへの様々なマッピン
グが提案されてきており、これらは以下で詳細に説明される。これらの従来のマッピング
は例えば最初の時点の伝送性能を考慮する場合に良く動作するものの、例えば再送につい
てのＨＡＲＱ動作の効率性を考慮する場合のような他の環境では最適でないかもしれない
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】「３Ｇエボリューション－移動体ブロードバンド用のＨＳＰＡ及びＬＴ
Ｅ」、エリック・ダールマン他、エルゼビア・リミテッド、２００７年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、システム、方法、装置及びソフトウェアについて前述の問題及び欠点を回避す
る他のコードワード対レイヤ・マッピングを提供することが望まれるだろう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　例示的な実施形態によれば、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを
用いて無線チャネルで情報信号を送信する方法は、同時伝送に利用可能な複数のＨＡＲＱ
プロセスのそれぞれに対して１個ずつであるコードワードを生成する工程と、第１の伝送
ランクを有する前記情報信号を生成するために前記コードワードを第１の複数のレイヤに
マッピングする工程と、最初に、前記無線チャネルで前記情報信号を送信する工程と、続
いて、第２の複数のレイヤにマッピングされた前記コードワードのうちの１個のコードワ
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ードを生成することによって前記複数のＨＡＲＱプロセスの一つを用いて、前記無線チャ
ネルで第２の伝送ランクで再送する工程とを有する。
【００１３】
　別の例示的な実施形態では、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを
用いて無線チャネルで情報信号を送信する送信機は、複数の送信アンテナと、同時伝送に
利用可能な複数のＨＡＲＱプロセスのそれぞれに対して１個ずつであるコードワードを生
成するとともに、第１の伝送ランクを有する前記情報信号を生成するために前記コードワ
ードを第１の複数のレイヤにマッピングするプロセッサと、前記情報信号を送信する送信
チェイン要素とを備え、前記プロセッサは続いて前記２個のコードワードのうちの１個の
コードワードを第２の複数のレイヤにマッピングし、前記送信チェイン要素は前記２個の
コードワードのうちの前記１個のコードワードを前記無線チャネルで再送することを特徴
とする。
【００１４】
　別の例示的な実施形態によれば、ハイブリッド自動再送制御（ＨＡＲＱ）のコードワー
ドを用いて送信された情報信号を受信する方法は、前記情報信号を受信する工程と、第１
の伝送ランクを有する前記情報信号を生成するために用いられた前記コードワードと第１
の複数のレイヤとの間の第１のマッピングを判定する工程と、前記第１のマッピングの知
識を用いて前記情報信号を復号する工程と、第２の伝送ランクを有する前記情報信号の少
なくとも一部の再送を受信する工程と、前記コードワードの少なくとも１個と第２の複数
のレイヤとの間の第２のマッピングを判定する工程と、前記第２のマッピングの知識を用
いて前記再送された情報信号の前記少なくとも一部を復号する工程とを有する。
【００１５】
　さらに別の例示的な実施形態によれば、ハイブリッド自動再送制御（ＨＡＲＱ）のコー
ドワードを用いて送信された無線チャネル上の情報信号を受信する受信機は、前記情報信
号を受信する少なくとも１個の受信アンテナと、前記情報信号を処理するために前記少な
くとも１個の受信アンテナに接続された受信チェイン要素と、第１の伝送ランクを有する
前記情報信号を生成するために用いられた前記コードワードと第１の複数のレイヤとの間
の第１のマッピングを判定するとともに、前記第１のマッピングの知識を用いて前記情報
信号を復号するプロセッサとを備え、前記少なくとも１個の受信アンテナは続いて第２の
伝送ランクを有する前記情報信号の少なくとも一部の再送を受信し、前記プロセッサは、
前記コードワードの少なくとも１個と第２の複数のレイヤとの間の第２のマッピングを判
定するとともに、前記第２のマッピングの知識を用いて前記再送された情報信号の前記少
なくとも一部を復号することを特徴とする。
【００１６】
　さらに別の例示的な実施形態によれば、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコー
ドワードを用いて無線チャネルで情報信号を送信する方法は、ＨＡＲＱのコードワードを
生成する工程と、前記情報信号を生成するために前記無線チャネルのチャネル・ランクに
基づいて前記ＨＡＲＱのコードワードを複数のレイヤにマッピングする工程とを有し、前
記チャネル・ランクは１より大きく、前記複数のレイヤは前記チャネル・ランクに等しく
、前記無線チャネルで前記情報信号を送信することを特徴とする。
【００１７】
　別の例示的な実施形態によれば、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワー
ドを用いて無線チャネルで情報信号を送信する送信機は、複数の送信アンテナと、ＨＡＲ
Ｑのコードワードを生成するとともに、前記情報信号を生成するために前記無線チャネル
のチャネル・ランクに基づいて前記ＨＡＲＱのコードワードを複数のレイヤにマッピング
するプロセッサとを備え、前記チャネル・ランクは１より大きく、前記複数のレイヤは前
記チャネル・ランクに等しく、前記情報信号を送信する送信チェイン要素をさらに備える
ことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】例示的な実施形態を実装し得る例示的なＬＴＥアクセス・ネットワークを説明す
る図である。
【図２】例示的な実施形態が関連し得る例示的なＬＴＥ物理層の情報信号処理を表す図で
ある。
【図３】アンテナ・マッピング機能の例を詳細に示す図である。
【図４Ａ】、
【図４Ｂ】、
【図４Ｃ】、
【図４Ｄ】第１の従来のコードワード対レイヤ・マッピングの集合を説明する図である。
【図５Ａ】、
【図５Ｂ】、
【図５Ｃ】、
【図５Ｄ】第２の従来のコードワード対レイヤ・マッピングの集合を説明する図である。
【図６Ａ】、
【図６Ｂ】例示的な実施形態に従うコードワード対レイヤ・マッピングを説明する図であ
る。
【図７】例示的な実施形態に従うコードワード対レイヤ・マッピングが実装され得る例示
的な送信装置のブロック図である。
【図８】例示的な実施形態に従う送信方法を説明するフローチャートである。
【図９】例示的な実施形態に従う送信方法を説明するフローチャートである。
【図１０】例示的な実施形態に従うコードワード対レイヤ・マッピングの知識が用いられ
る例示的な受信装置のブロック図である。
【図１１】例示的な実施形態に従う受信方法を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　明細書に組み込まれて明細書の一部を構成する添付の図面は一つ以上の実施形態を説明
し、明細書と一緒にこれらの実施形態を説明する。
【００２０】
　本発明の例示的な実施形態に関する以下の説明は添付の図面を参照する。異なる図面内
の同じ参照番号は同一又は類似の要素を特定する。以下の詳細な説明は発明を限定しない
。そのかわりに、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲により規定される。
【００２１】
　これらの例示的な実施形態に従うコードワード対レイヤ・マッピングのより詳細な議論
についての何らかの内容を提供するために、最初に図１～図３に説明される例示的な無線
通信システムを考えよう。図１の無線アクセス・ネットワークのノード及びインタフェー
スから始めて、この特定の例はＬＴＥシステムの文脈で提供されることが見て取れるだろ
う。それにもかかわらず、本発明は適用性の観点でＬＴＥに関連する送信機又は伝送に限
定されず、そのかわりに複数の送信アンテナが採用される任意のシステムで用いられ得る
。この任意のシステムは、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）、ＧＳＭ、ＵＴＲＡ、
Ｅ－ＵＴＲＡ、高速パケット・アクセス（ＨＳＰＡ）、ＵＭＢ、ＷｉＭａｘ、及びその他
についてのシステム、装置、及び方法を含むがこれに限定されない。しかしながら、図１
の例はＬＴＥに関して提供されるため、無線インタフェースを通じて送受信するネットワ
ーク・ノードはｅノードＢと称され、いくつかのｅノードＢ２００が図１に説明される。
【００２２】
　無線インタフェースの文脈では、各ｅノードＢ２００は一つ以上のセル２０２に向けた
信号の送信及びこれらからの信号の受信を担当する。各ｅノードＢは複数のアンテナ、例
えば２個、４個、又はこれ以上の送信アンテナと、場合によっては同様に複数の受信アン
テナ、例えば２個、４個、又はこれ以上の受信アンテナとを含む。各ｅノードＢはこのよ
うな信号の物理層に関して符号化、復号、変調、復調、インタリービング、デインタリー
ビング等を含む機能を扱うが、これらの機能に限定されない。本明細書で用いられる場合
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に、「送信アンテナ」という用語は物理アンテナ、仮想アンテナ、及びアンテナ・ポート
を含み、総称的であることを明確に意図することに留意されたい。ｅノードＢ２００はま
た、例えばユーザのスケジューリング、ハンドオーバの決定、及び同様のものを含むシス
テム内の通信の扱いに関連する多くの上位の機能を担当する。これらの例示的な実施形態
が展開されてもよいＬＴＥやその他のシステムに関連する送受信機能についてより多くの
情報を望む関心のある読者は非特許文献１の本を案内され、この本の開示は参照して組み
込まれる。
【００２３】
　それにもかかわらず、下りリンクにおける（すなわち、場合によってはコア・ネットワ
ーク２０３を通じてｅノードＢ２００へ転送され、その後に目的の移動体端末又は移動局
、例えば図１のＭＳ２０４に向けてセル２０２に転送される）信号の伝送に関連するベー
スバンド処理を簡潔に議論するために、図２を考えよう。この図では、二つのトランスポ
ート・ブロックのデータ３００が空間多重化を用いたｅノードＢ２００による伝送のため
に処理されている。ステップ３０２で、エラーを検出するために受信機により用いられる
巡回冗長検査（ＣＲＣ）ビットが挿入される。ステップ３０４で、無線チャネルにより与
えられる障害に対抗するペイロード・データの保護を提供するためにチャネル符号化がト
ランスポート・ブロックに適用される。ステップ３０６で、例えば、割り当てられたリソ
ース・ブロック数、選択した変調方式、及び空間多重化の順序のような様々な基準に基づ
いて、伝送時間間隔（ＴＴＩ）内で送信されるビットの正確な集合を生成するために、ハ
イブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）は、チャネル符号器により提供される符号ビットの
ブロックから符号ビットを抽出して繰り返すように動作する。これが意味するのは、同じ
トランスポート・ブロックの情報ビットの各伝送試行についてＨＡＲＱステップ３０６か
ら同じ符号ビットが産出される必要はないということである。ＴＴＩに対応する信号はＬ
ＴＥでは１ｍｓにわたるいわゆるサブフレームで送信される。
【００２４】
　ステップ３０８で、ＨＡＲＱブロックから出力されたコードワードは、ビット・レベル
のスクランブリング列又はスクランブリング・マスクによりスクランブリング（多重化）
され、これは受信において無線信号への干渉を抑圧するのに役立つ。その後にステップ３
１０で、スクランブリングされたビットのブロックを、対応する変調シンボルのブロック
に変換するために、選択されたデータ変調、例えば４相位相変調（ＱＰＳＫ）、１６値直
交振幅変調（ＱＡＭ）、又は１６ＱＡＭが適用される。その後にステップ３１２で、これ
らの変調シンボルは、様々なアンテナと様々なアンテナ・ポートとの少なくともいずれか
にマッピングされる。ＬＴＥの用語では、アンテナ・ポートは特定の下りリンク・リファ
レンス信号の伝送に対応し、これは実際の物理アンテナに対応してもよいし対応しなくて
もよい。各アンテナ（図２では１－ｎ、例えば２、４、８、１６）で送信されるシンボル
はその後にそれぞれのリソース・ブロック３１４にマッピングされ、ｅノードＢ２００に
よる伝送に先立ってＯＦＤＭ処理（不図示）に送信される。
【００２５】
　これらの例示的な実施形態に対する送信処理において特に興味があるのは、アンテナ・
マッピング・ステップ／ブロック３１２である。アンテナ・マッピング処理はさらに、図
３に示すように、変調ブロック３１０から出力されたコードワードのレイヤへのマッピン
グと、アンテナ（又はアンテナ・ポート）にマッピングされたシンボルを生成するための
結果として生じるシンボル・ベクトルのプリコーディングとに細分される。図３で、２組
のコードワードがレイヤ・マッピング機能４００により３個のレイヤにマッピングされて
いる例が提供される。３個のレイヤに関連する２個のシンボル・ベクトルｖ１及びｖ２が
図３に説明される。これらのシンボル・ベクトルはその後に、プリコーディング機能４０
２によって、一つ以上のプリコーディング行列を適用することによって、すなわちプリコ
ーディング行列又は行列群を入来シンボル・ベクトルに乗算するの行列乗算によって、プ
リコーディングされる。プリコーディングの詳細な説明は本議論の範囲外である。しかし
ながら、図３における３個のレイヤ及び４個の送信アンテナへのマッピングの説明は純粋
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に例示的であり、これらの例示的な実施形態は他の個数のレイヤと他の個数の送信アンテ
ナとの少なくともいずれかに適用できることが理解されよう。レイヤ数（すなわち伝送ラ
ンク数）の選択は、前述のように、一般には（場合によってはその他の基準に中からの）
チャネル・ランクに基づいて変わり、アンテナ数は、システムごとに変わってもよいし、
システム内の送信装置においてでさえ変わってもよい。
【００２６】
　任意の所与のシステム、装置、又は実装について、一般には固定数の送信アンテナがあ
り、したがってコードワード・レイヤ間の事前に決定された一つ以上のマッピングが、例
えば図３に説明されるようなコードワード対レイヤ・マッピングを実行するのに用いるこ
とが出来るだろう。このマッピングは、決定されたチャネル・ランクに応じて、特定の送
信機又は装置の動作の間に変わり得る。すなわち、コードワードは別の装置への伝送の間
に、より多い又はより少ないレイヤにマッピングされ得る。４個の送信アンテナを有する
システム又は装置についての従来のコードワード対レイヤ・マッピングの集合が図４及び
図５で説明される。例えば、図４Ａ～図４Ｄは従来のコードワード対レイヤ・マッピング
の第１の集合を表す。図４Ａから始めて、例えば、伝送ランク１の特性に対応するとチャ
ネル状況が判定された場合に、一つのコードワード５００が一つのレイヤ５０２にマッピ
ングされる。レイヤ５０２はプリコーダ５０４に入力され、プリコーダ５０４はシンボル
をプリコーディングし、これらを４個の送信アンテナ５０６－５１２の間で分配する。
【００２７】
　ランク２のチャネルについて、伝送ランク２が適当であり、コードワード対レイヤ・マ
ッピングが例えば図４Ｂに示されるように実行され得る。図４Ｂでは、２個のコードワー
ド５１４、５１６が２個のレイヤ５１８、５２０にそれぞれマッピングされる。これらの
２個のレイヤ５１８、５２０は、それぞれのシンボル・ストリームをプリコーダ５０４に
提供し、さらにプリコーダ５０４はシンボルをプリコーディングし、これらを４個の送信
アンテナ５０６－５１２の間で分配する。ランク３のチャネルについて、伝送ランク３が
用いられてもよく、これは図４Ｃで説明され、第１のコードワード５２２が１個のレイヤ
５２３にマッピングされ、一方で第２のコードワード５２４が直並列（Ｓ／Ｐ）変換器５
３０を用いて２個のレイヤ５２６、５２８にマッピングされる。結果として生じる３個の
レイヤはその後にプリコーディングされ、これらのシンボルは４個の送信アンテナ５０６
－５１２の間で分配される。ランク４のチャネルについて、送信機は図４Ｄに説明される
コードワード対レイヤ・マッピングを用いることが出来る。図４Ｄでは、２個のコードワ
ード５３２、５３４はそれぞれ異なる２個のレイヤにマッピングされる。すなわち、Ｓ／
Ｐ変換器５４４、５４６をそれぞれ介して、コードワード５３２についてはレイヤ５３６
、５３８にマッピングされ、コードワード５３４についてはレイヤ５４０、５４２にマッ
ピングされる。結果として生じる４個のレイヤはその後にユニット５０４によりプリコー
ディングされ、これらのシンボルは４個の送信アンテナ５０６－５１２の間で分配される
。
【００２８】
　別の従来のコードワード対レイヤ・マッピングの集合が図５Ａ－図５Ｄに説明される。
これらの図では、図５Ａ－図５Ｃで説明されるランク１－３についてのレイヤへのコード
ワードのマッピングは、図４Ａ－図４Ｃで従来のマッピングの集合として上述されたもの
と同じであり、従ってここではさらに説明しない。しかしながら、ランク４のチャネル特
性についてのマッピングは異なる。（図４Ｄに示されるように）２個のコードワードのそ
れぞれを異なる２個のレイヤにマッピングする代わりに、この従来のマッピングの集合は
、第１のコードワード６００を１個のレイヤ６０４にマッピングし、第２のコードワード
６０２をＳ／Ｐユニット６１０を介して３個の異なるレイヤ６０６、６０７、及び６０８
にマッピングする。結果として生じるレイヤはその後にユニット５０４によってプリコー
ディングされ、これらのシンボルは４個の送信アンテナ５０６－５１２の間で分配される
。この特定のマッピングは、逐次干渉除去技術を採用する特定の高度なタイプの受信機が
採用される場合に、受信機からのチャネル品質報告の正確さを向上する利点があると主張
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されている。
【００２９】
　図４Ａ－図５Ｄに関して上述された従来のコードワード対レイヤ・マッピングは十分に
動作し、最初の時点の伝送性能だけが考慮される場合に、可能なすべてのマッピングと比
較して比較的小さい性能損失を被る。しかしながら、例えば上述のＨＡＲＱ処理の一部と
しての再送を考慮に入れた場合に、その他のマッピングが望まれる。例えば、特定の時点
で、情報を送信に使用している無線チャネルがチャネル・ランク４を有していると送信機
／送受信機が判定したと想定しよう。送信機／送受信機はその後に、データのブロックの
初期／最初の伝送のために例えば図４Ｄに表される従来のマッピングを用い、それによっ
て図４Ｄに示されるように２個のコードワードが４個のレイヤにマッピングされる。さら
に、続いて、送信されたコードワードの一方又は両方が受信機において正常に検出されな
かったことを想定しよう。この場合に送信機はこれら２個のコードワードに含まれている
情報を再送することを要求される。しかしながら、これらのコードワードの再送の時点に
おいて、チャネルはランクが例えばランク４からランク２に変わっていて、一般的には４
個のレイヤにマッピングされた２個のコードワードを首尾よく同時に伝えることはできな
い。よって、送信機が伝送ランクを減らし（すなわち、伝送に用いられるレイヤ数を減ら
し）、一時点において１個のコードワードからのシンボルだけを送信する必要がある。し
かしながら、図４Ａ－４Ｄに示された従来のコードワード対レイヤ・マッピングの集合を
考えると、２個のレイヤだけを用いるためには、図４Ｂに示されるように、２個のコード
ワードが使用されなければならない。
【００３０】
　よって、図４Ａ－図４Ｄで提供される従来の事前に決定されたマッピングの集合を用い
て、１個のコードワードからの信号だけが送信される必要がある場合に、伝送のために２
個のレイヤを用いることはできない。よって、送信機は１個のレイヤだけを用いてコード
ワードを再送する必要があるだろう。同様の問題は図５Ａ－図５Ｄに説明された従来のマ
ッピングの集合に関しても存在する。よって、このことはさらに、受信機側でのチェイス
合成を妨げ、また、再送が当初の伝送の半数の符号化ビットに制限されることを意味する
。高い符号化率を有する最初の伝送について、このことは符号化利得の潜在的な損失を表
し得る。
【００３１】
　図４Ａ－図５Ｄの従来のコードワード対レイヤ・マッピングに関する上述の問題は、Ｈ
ＡＲＱ動作の効率性に深刻な影響を与えるかもしれない。例えば、再送についてこれらの
従来のマッピングを用いると、送信機が４個の当初のレイヤをすべて維持し、貧弱なチャ
ネル状況のせいで再送されたデータを恐らくは正確に受信できないか、または一時点にお
ける１個のコードワードが１個のレイヤだけを用いて送信されるかのいずれかである。し
かしながら、後者のケースでは、恐らくは、ＨＡＲＱバッファ内の符号化されレート・マ
ッチングされインタリーブされたビットは、より少ないレイヤが利用可能である場合に適
合しない。よって、よくてもレート・マッチング及びインタリービングが繰り返される必
要があるかもしれず、最悪の場合にはより少ないレイヤを用いなければならない場合に情
報ビットの基礎を成す数（underlying number）が適合しないことになるか、少なくとも
符号レートは極端に高くなる。ＨＡＲＱプロセスの一方がもう一方よりも早く終了し、そ
の後にチャネル・ランクが１に落ちる場合に、同様の問題が生じる。
【００３２】
　例示的な実施形態に従うこの問題に対する解決策は、任意の残りのコードワード（群）
（又はＨＡＲＱプロセス（群））に対応してレイヤ数を変更することを強要することなく
、同時に送信されるコードワード（又はＨＡＲＱプロセス）の個数を減らすことを送信機
／送受信機が可能となる追加又は代替のコードワード対レイヤ・マッピングを提供するこ
とである。この能力をサポートするマッピングは、再送に用いるためだけに追加され得る
し、最初の時点のデータの伝送において送信機によって用いられるためにも利用され得る
。例えば、図４Ａ－図４Ｄに表されたコードワード対レイヤ・マッピングを考える場合に
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、ランク４の伝送からランク２の伝送に移ることは現行では各コードワードにそれぞれ１
個のレイヤを用いることを強要する。この問題を避けるために、１個のコードワードを２
個（又はそれ以上）のレイヤに関与させる一つ以上の追加のマッピングが様々なチャネル
・ランクに対して提供され得る。
【００３３】
　例示的な実施形態に従うこのようなマッピングの一つが図６Ａに説明される。この図で
は、ランク２の無線チャネルについて、１個のコードワード７００がＳ／Ｐユニット７０
６を介して２個のレイヤ７０２、７０４にマッピングされる。結果として生じるレイヤは
これらのシンボルをユニット７０８によりプリコーディングさせ、その後に送信アンテナ
７１０－７１６の間で分配させる。図６Ａでコードワード７００をさらに特定するパラメ
ータｎはコードワード番号を意味し、１又は２のいずれかに設定される。例えば、図６Ａ
のマッピングが、例えば当初は図４Ｄのマッピングを用いて送信されたコードワード２を
再送するために送信機により用いられる場合に、ｎは２に等しいだろう。図６Ｂに説明さ
れる別の例示的な実施形態では、ランク３の無線チャネルについての１個のコードワード
から３個のレイヤへのマッピングが、同様に又は代替的に、コードワード対レイヤ・マッ
ピングの集合に提供され得る。この図では、コードワード７２０は、Ｓ／Ｐユニット７２
８を用いて３個の異なるレイヤ７２２、７２４、７２６にマッピングされる。結果として
生じる３個のレイヤはプリコーディング・ユニット７３０に入力され、プリコーディング
・ユニット７３０はシンボルをプリコーディングし、この例では４個の送信アンテナ７１
０－７１６の間でこれらを分配する。
【００３４】
　例示的な実施形態に従うこれらのコードワード対レイヤ・マッピングでは、プリコーデ
ィング・ユニット７０８、７３０は、レイヤ７０２、７０４又はレイヤ７２２、７２４、
７２６の順序付けをそれぞれ担当することが出来る。よって、様々なレイヤの順序付けは
、図６Ａ、図６Ｂでは明示的に参照されないが、そうすることは容易であるだろう。また
、再送について、コードワード番号が任意の所与のマッピングについて変更できることは
明らかだろう。図６Ａ、図６Ｂで説明される例示的なマッピングは、図４Ａ－図５Ｄで説
明されたマッピングの集合の何れかの一部として、これらのマッピングの集合を拡張する
ために、独立に又は一緒に用いられてもよく、またはこれらはその他のマッピングの集合
と一緒に用いられてもよい。
【００３５】
　既存のマッピングの集合に追加のマッピングを追加することは、さらに、所与のコード
ワード又はデータ・ブロックについてどのマッピングが送信機により用いられているかを
受信機に知らせることを必要とするかもしれない。ＬＴＥでは、受信機（ＵＥ）は例えば
チャネル測定値に基づいて、所定の伝送ランク及びプリコーダをｅノードＢに推奨するだ
ろう。取り得るマッピングが一つしかない伝送ランクについて、受信機による伝送ランク
の推奨は、暗示的にコードワード対レイヤ・マッピングを判定する。その代わりに、ＵＥ
は、伝送ランクを暗示的に読み出せるコードワード対レイヤ・マッピングを、例えばこの
ような推奨をｅノードＢに知らせることによって、明示的に推奨するだろう。ｅノードＢ
は伝送ランクの推奨に従うか、これを覆すかを選択してもよい。いずれの場合でも、ｅノ
ードＢは、どのマッピング／伝送ランクがそこへの送信に用いられるかをすなわち下りリ
ンク内でＵＥに向けて知らせることが出来る。どの特定のマッピングが用いられるべきか
及び特にどのように拡張マッピングを追加するかについて知らせるために用いられ得るい
くつかの代替がある。シグナリングは好適には、例えばプリコーディングのインデックス
のシグナリングと併せて考慮されるべきであり、ＬＴＥでは好適には物理下りリンク制御
チャネル（ＰＤＣＣＨ）に置かれるだろう。いずれの場合でも、追加のマッピングへのサ
ポートを追加する一つの例示的な方法は、コードワードが未使用のままであるべき場合に
は、対応するレイヤが送信されないように、コードワード内の情報ビット数を表現するＰ
ＤＣＣＨ内のトランスポート・フォーマット・サイズ・フィールドをゼロに設定すること
である。
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【００３６】
　上述のように、本明細書で記載される送信処理技術は、種々の通信システム、例えば符
号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分
割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、単
一周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムなどで用いられてもよい。送信機／送
受信機は、下りリンク無線チャネルで情報信号を送信するために、例えば、無線基地局、
ノードＢ、ｅノードＢ、又は同様のものの内部に配置されてもよい。これに代えて、送信
機は、上りリンク無線チャネルで情報信号を送信するために、例えば、移動体ユニット、
端末装置、ユーザ機器、又は同様のものに配置されてもよい。これらの例示的な実施形態
が提示される特定の種類の通信システムに関わらず、送信装置は一般に図７に概略的に説
明される構成要素を含む。
【００３７】
　この図では、送信機は、この例では４個である複数の物理送信アンテナ８０２を含む。
しかしながら、４個より多い又は少ない送信アンテナが用いられ得る。物理送信アンテナ
８０２は送信（ＴＸ）チェイン要素８０４を介してプロセッサ８０６に接続され、送信チ
ェイン要素８０４は当業者に理解されるように、一つ以上のフィルタ、電力増幅器、及び
同様のものを含み得る。プロセッサ（群）８０６は、メモリ装置（群）８０８（及び場合
によっては図示されない他の装置）と協働して、例えば、内部に記憶されたソフトウェア
、追加のハードウェア、又はソフトウェアとハードウェアとの何らかの組み合わせによっ
て、図１～図３に関して上述された送信処理を実行するように動作できる。よって、上述
されたコードワード対レイヤ・マッピングの機能は、例えば、図６Ａ及び図６Ｂに関して
上述されたマッピングを実行するためにメモリ装置８０８からのコンピュータで読み取り
可能な命令を実行することによって、ソフトウェアで実行されてもよい。よって、例示的
な実施形態はまた、ソフトウェア、例えばコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に記憶
され、コンピュータにより読み出された際に、プロセッサ又は同様のものが、ＨＡＲＱの
コードワードが上述の手法でレイヤにマッピングされる情報信号を送信することに関連す
る所定のステップを実行するようなプログラム・コード又は命令に関する。このようなス
テップの例は、図８及び図９のフローチャートで説明される。
【００３８】
　例えばエラーで受信されたコードワードの再送を含む例示的な実施形態による情報信号
の送信方法が図８で説明される。この図では、ステップ８００で、コードワードが生成さ
える。すなわち例えば二つのＨＡＲＱプロセスのそれぞれから１個ずつが生成される。コ
ードワードは、このデータの第１の伝送の時点において送信機により認識されたチャネル
・ランクに基づいて、第１の伝送ランクに対応する第１の複数のレイヤにマッピングされ
、ステップ９０２で情報信号が生成される。すなわちレイヤ数は伝送ランクに等しい。ス
テップ９０４で、情報信号はその後に無線チャネルで送信される。続いて、ステップ９０
６で、ＨＡＲＱプロセスの一つが再送を命令され、例えば再送が命令されたＨＡＲＱプロ
セスに関連するコードワードの第１の送信を受信機がエラーで受信したことに起因して、
対応するコードワードが産出され再送される。再送されるコードワードは第２の複数のレ
イヤにマッピングされ、例えば再送の時点において送信機により認識されたチャネル状況
に関連する第２の伝送ランクで送信される。
【００３９】
　例示的な実施形態に従い、再送を含んでもよいし含まなくてもよい情報信号の送信方法
が図９で説明される。この図では、ステップ１０００で、ＨＡＲＱプロセスからコードワ
ードが生成される。ステップ１００２で、このコードワードは、情報信号を生成するため
に、例えば無線チャネルのチャネル・ランクに基づいて、伝送ランクに対応する複数のレ
イヤにマッピングされる。ここで、伝送ランクは１より大きく、レイヤ数は伝送ランクに
等しい。結果として生じる情報信号はその後にステップ１００４で送信される。
【００４０】
　上述のような伝送のために処理された信号の受信機は、上述のように、受信信号を復号
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するために伝送に用いる特定のコードワード対レイヤ・マッピングを考える必要があるこ
とが検討される。よって、上述のようにコードワードからレイヤにマッピングされている
情報信号を受信して処理する例示的な受信機１０００が図１０で説明される。この図では
、１個（又はこれ以上の）受信アンテナ１００２が、送信側の処理の間にコードワードか
らレイヤにマッピングされている情報信号を受信する。１個以上の受信（ＲＸ）チェイン
処理要素１００４（例えば、フィルタ、増幅器、又は同様なもの）を通過した後に、プロ
セッサ（群）１００６は、内部に含まれている信号を抽出するために、例えばメモリ装置
（群）１００８に記憶されたソフトウェアの処理と協働して、これらの情報信号に実行さ
れたコードワード対レイヤ・マッピングの知識を用いて、受信情報信号を処理するだろう
。
【００４１】
　例えば、図１１のフローチャートに示されるように、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡ
ＲＱ）のコードワードを用いて送信された情報信号の受信方法は、情報信号１１００を受
信するステップと、第１の伝送ランクを有する情報信号を生成するのに用いられたコード
ワードと第１の複数のレイヤとの間の第１のマッピングを判定するステップと（ステップ
１１０２）を含み得る。このマッピングの知識を用いて、受信機はその後にステップ１１
０４で受信した情報を復号する。第２の伝送ランクにおける情報信号の少なくとも一部の
再送は、その後にステップ１１０６で生じる。受信機はその後に、１個以上のコードワー
ドと第２の複数のレイヤとの間の第２のマッピングを判定し得（ステップ１１０８）、再
送された情報信号を復号するためにステップ１１１０でこの知識を用いる。
【００４２】
　例示的な実施形態の先行の説明は図説及び説明を提供するものの、網羅的であることを
意図せず、開示された簡潔な形に本発明が制限されることを意図しない。修正及び変形が
上述の教唆に照らし合わせて可能であり、本発明の実践から得られるかもしれない。添付
の特許請求の範囲及びこの均等が本発明の範囲を規定する。
【図１】 【図２】



(17) JP 2017-5717 A 2017.1.5

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月27日(2016.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを用いて無線チャネルで情報信
号を送信する方法であって、
　第１の送信において、複数のコードワードを、前記複数のコードワードのうちの少なく
とも１個が少なくとも２個のレイヤにマッピングされるコードワード対レイヤ・マッピン
グを用いて送信することと、
　前記複数のコードワードのうちの少なくとも１個に含まれる情報の再送の要求を受信す
ることと、
　再送を要求された情報を含むコードワードを、当該コードワードが少なくとも２である
現在の伝送ランクに対応する複数のレイヤにマッピングされるコードワード対レイヤ・マ
ッピングを用いて、前記第１の送信における伝送ランクよりも小さい伝送ランクで再送す
ることを有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記コードワードは、２個のレイヤ又は３個のレイヤにマッピングされることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の送信において、伝送ランクが４であり、２個のコードワードが送信され、
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　前記再送のための伝送ランクが４未満であることを特徴とする請求項１又は２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記再送のための伝送ランクは２であり、前記コードワードは２個のレイヤにマッピン
グされることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記２個のコードワードのうちの１個だけに含まれる情報の再送の要求を受信すること
を有することを特徴とする請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　使用されるコードワード対レイヤ・マッピングを受信機に伝えることをさらに有するこ
とを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記使用されるコードワード対レイヤ・マッピングは、未使用のままであるべきコード
ワードに対応するトランスポート・フォーマット・サイズ・フィールドをゼロに設定する
ことによって伝えられることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを用いて無線チャネルで情報信
号を送信するための送信機であって、
　第１の送信において、複数のコードワードを、前記複数のコードワードのうちの少なく
とも１個が少なくとも２個のレイヤにマッピングされるコードワード対レイヤ・マッピン
グを用いて送信するように構成された手段と、
　前記複数のコードワードのうちの少なくとも１個に含まれる情報の再送の要求を受信す
るように構成された手段と、
　再送を要求された情報を含むコードワードを、当該コードワードが少なくとも２である
現在の伝送ランクに対応する複数のレイヤにマッピングされるコードワード対レイヤ・マ
ッピングを用いて、前記第１の送信における伝送ランクよりも小さい伝送ランクで再送す
るように構成された手段を有することを特徴とする送信機。
【請求項９】
　前記コードワードは、２個のレイヤ又は３個のレイヤにマッピングされることを特徴と
する請求項８に記載の送信機。
【請求項１０】
　前記第１の送信において、伝送ランクが４であり、２個のコードワードが送信され、
　前記再送のための伝送ランクが４未満であることを特徴とする請求項８又は９に記載の
送信機。
【請求項１１】
　前記再送のための伝送ランクは２であり、前記コードワードは２個のレイヤにマッピン
グされることを特徴とする請求項１０に記載の送信機。
【請求項１２】
　前記２個のコードワードのうちの１個だけに含まれる情報の再送の要求を受信するよう
に構成された手段をさらに有することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の送信機。
【請求項１３】
　使用されるコードワード対レイヤ・マッピングを受信機に伝えるように構成された手段
をさらに有することを特徴とする請求項８乃至１２の何れか１項に記載の送信機。
【請求項１４】
　前記使用されるコードワード対レイヤ・マッピングは、未使用のままであるべきコード
ワードに対応するトランスポート・フォーマット・サイズ・フィールドをゼロに設定する
ことによって伝えられることを特徴とする請求項１３に記載の送信機。
【請求項１５】
　ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のコードワードを用いて無線チャネルで情報信
号を送信するための送信機であって、前記送信機は、少なくとも１つのプロセッサと少な
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くとも１つのメモリとを備え、前記メモリは、前記プロセッサにより実行された場合に、
前記送信機に、
　第１の送信において、複数のコードワードを、前記複数のコードワードのうちの少なく
とも１個が少なくとも２個のレイヤにマッピングされるコードワード対レイヤ・マッピン
グを用いて送信することと、
　前記複数のコードワードのうちの少なくとも１個に含まれる情報の再送の要求を受信す
ることと、
　再送を要求された情報を含むコードワードを、当該コードワードが少なくとも２である
現在の伝送ランクに対応する複数のレイヤにマッピングされるコードワード対レイヤ・マ
ッピングを用いて、前記第１の送信における伝送ランクよりも小さい伝送ランクで再送す
ることとを行わせる命令を有することを特徴とする送信機。
【請求項１６】
　前記コードワードは、２個のレイヤ又は３個のレイヤにマッピングされることを特徴と
する請求項１５に記載の送信機。
【請求項１７】
　前記第１の送信において、伝送ランクが４であり、２個のコードワードが送信され、
　前記再送のための伝送ランクが４未満であることを特徴とする請求項１５又は１６に記
載の送信機。
【請求項１８】
　前記再送のための伝送ランクは２であり、前記コードワードは２個のレイヤにマッピン
グされることを特徴とする請求項１７に記載の送信機。
【請求項１９】
　前記プロセッサにより実行された場合に、前記送信機に、前記２個のコードワードのう
ちの１個だけに含まれる情報の再送の要求を受信することを行わせる命令をさらに有する
ことを特徴とする請求項１７又は１８に記載の送信機。
【請求項２０】
　前記プロセッサにより実行された場合に、前記送信機に、使用されるコードワード対レ
イヤ・マッピングを受信機に伝えることを行わせる命令をさらに有することを特徴とする
請求項１５乃至１９の何れか１項に記載の送信機。
【請求項２１】
　前記使用されるコードワード対レイヤ・マッピングは、未使用のままであるべきコード
ワードに対応するトランスポート・フォーマット・サイズ・フィールドをゼロに設定する
ことによって伝えられることを特徴とする請求項２０に記載の送信機。
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